
 
 

 

 

盛夏の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃から本校の教育活 

 動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。夏休みは、生徒が学校を離れ家族の 

 一員としての自覚を高め、社会的な行事への参加や自然との触れ合いなど、日頃味わえ 

ない豊かな生活体験をしたり、主体的・計画的な生活態度を育成したりする有意義な期 

間です。半面自由な時間も多くなりますので、問題も生じやすくなる時期でもあります。 

     学校においても休み前に夏休みの過ごし方を指導しますが、ご家庭におかれましても、 

夏休みの教育的意義を積極的に生かして生徒の健全育成が図られますよう、ご配慮をお 

願いいたします。 

令和２年８月１日（土）～ 令和２年８月１６日（日）

休業を利用して家庭での話し合いを深めたり、家庭の仕事を分担したりして、親子の 

 触れ合いを図りましょう。規則正しい生活を心がけ、食事をしっかりとり、健康な生活 

が送れるようご指導ください。健康診断の結果から、学校医の所見があるものは、夏休 

みを利用して医療機関での治療を進めてください。外出するときは、行き先、一緒に行 

く人、帰宅時間などを確認し、お子様の所在等がわかるようにしましょう。子どもだけ 

での友人宅への外泊はトラブルや非行等の機会になる可能性もあるので、控えさせて 

ください（ 無断外泊については、条例により禁止されています ）。学校･部活動の予定 

などについては、学校から配付される「 夏休みの予定表 」をご覧ください。部活動に 

は積極的に参加させ、健全な生活リズムの基盤となるようにしましょう。 

これまでの復習と、夏休みの課題（別紙夏休み課題一覧参照）に取り組ませましょう。 

不得意科目の克服に努めたり、長所を伸ばしたりと、目標を持った学習をさせましょう。 

また、読書をするよう勧めましょう。短い夏休みですが時間を上手に使って勉強するよ  

うご指導下さい。 
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自転車の乗り方については二人乗り、無灯火、一時停止違反、並進等が原因による事故 

が起きております。ご家庭でも安全な自転車の乗り方についてご指導ください。近隣では 

自転車の盗難が増加していますので、２重ロックをお勧めします。駅前・オリオン通りな 

ど繁華街に出かける際には、恐喝等の被害に遭わないよう十分に気をつけさせましょう。 

社会のきまりや法律に反することのないようご指導ください（不法侵入、器物損壊、喫煙、 

飲酒、深夜徘徊、万引き、自転車盗、無免許運転、薬物乱用等）。命に関わるような危険な 

ことはしないようご指導ください（危険な場所に行く、子どもだけで海･河川･沼等で遊ぶ、 

火遊びなど）。携帯電話、スマホ、ＳＮＳの利用のトラブルに、十分注意するようご指導く 

ださい。宇都宮市はスマホ携帯を、持たせないよう指導をしています。どうしても必要な 

場合は、保護者の責任の下で、正しい使い方等を指導し、管理するようお願いします。 

また、フィルタリングの設定をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

不審者や不審電話への対応、防犯ブザーの携帯、緊急避難のための「 子ども１１０番の家 」の利用のしかたに 

ついてもご指導ください。万一、事故･被害（ 未遂 ）に遭った場合は、直ちに警察に通報し、その後速やかに 

学校までご連絡ください。 

 中・高校生をねらって、「振り込め詐欺」の受け子をさせる事案があるようです。好ましくない年 

上の人との交流がある場合は、十分注意してください。心配がある場合は早いうちに警察へ

相談しましょう。心配、お困りのことがあったときは、学校または下記の各相談窓口までお 

電話ください。学校や家庭に悩みがある生徒は、夏休み明けに不登校や自傷行為、自殺等の 

行動に出ることがあります。悩みや心配事がないかなどについて、夏休みの中で聞いてみた 

り、話し合ってみたりして、お子様一人で問題を抱えてしまうことが無いように心がけてく 

ださい。 

 

 学校電話（ ６６１－６３３７ ）   

宇都宮東警察署（ ６６２－０１１０ ）  岡本交番（ ６７３－３９４１ ）         

 御幸交番   （ ６６２－９１２５ ）  平出駐在所（ ６６１－８８０８ ） 

 河内教育事務所（６２６-３１８４） 

 いじめ相談さわやかテレホン子ども用（６６５－９９９９） 

 家庭教育ホットライン保護者用（６６５－７８６７） 

 いじめ不登校対策チーム 河内教育事務所 （６２６－３１８４） 

 県央児童相談所（６６５-７８３０）   

青少年自立支援センター（６３３-３７１５） 

児童虐待通告先･･･市子ども家庭課（６３２-２３９０） 

【スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言】 

み：みんな 1 日 1 時間まで！ 

や：夜間の友達との使用は夜 9 時まで！ 

っ：使う前にはフィルタリング！ 

こ：個人情報はのせません！ 


